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１ 計画の位置づけと目的 

 公共施設等が老朽化に伴う更新時期を迎える中にあって、財政負担の平準化を図りなが

ら、市民の安全・安心を確保し、サービスを将来にわたって持続的に提供していく必要が

あります。さらに、子育て環境の向上、防災機能の強化、脱炭素の推進などへの対応も必

要です。 

 このため、長期的な視点で、財政負担の平準化を図り、市民の安全・安心を確保し、必要

なサービスを将来にわたって提供していくことを目的として、平成２９年３月に「岡山市公

共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という。）が策定され、そしてこの度、第１

期計画の計画期間が満了となるため、これまでの取組状況等を踏まえ、新たに第２期計画が

策定されます。 
この「総合管理計画」の中で、個別施設単位あるいは施設類型単位で施設の更新や規模の

適正化等を進めていくために「岡山市公共施設等個別施設計画」を策定することになってい

ます。これにより、生涯学習課所管の施設においても、「総合管理計画」を踏まえ、人口減

少社会の中で持続可能な施設維持や運営を行っていくために、本書「岡山市公共施設等個別

施設計画（その他社会教育関連施設）（第２期計画）」（以下「個別施設計画」という。）を策

定するものです。 
 

 
    
     
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

○犬島自然の家 

○環境学習センター「めだかの学校」 

○西川アイプラザ 

 
 
 
 

☆位置づけのイメージ     

 

岡山市第六次総合計画 
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２ 計画の期間 

「個別施設計画（第２期計画）」の計画期間は、「総合管理計画」（第２期計画）が令和８年

度からの 10 年間の計画であるため、令和８年度を始期とする今後 10年間(令和８年度～令

和 17年度)とします。 

 なお、状況の変化があった場合には、適宜見直しを行います。 
 
３ 計画の対象施設 

生涯学習課所管のその他社会教育関連施設は、令和７年４月１日現在で３施設（犬島自然

の家、環境学習センター「めだかの学校」、西川アイプラザ）、総延床面積は 9,280 ㎡となっ

ています。個別施設計画の対象施設は、表１に定める「犬島自然の家」、環境学習センター

「めだかの学校」、「西川アイプラザ」とします。 
  

 
４ その他社会教育関連施設の現状と課題 

生涯学習課の所管施設には、社会教育施設である公民館・公民館分館以外にも、その他の

社会教育関連施設である犬島自然の家、環境学習センター「めだかの学校」、西川アイプラ

ザがあります。（図１） 
（１）施設の現状 

①犬島自然の家は、平成３年３月に廃校となった犬島小学校と犬島中学校の校舎を活用

し、犬島の自然と文化が体験できる短期滞在型の施設として、また島民の交流・憩の場とし

て整備を行い、平成 11年４月に開設した施設です。 
施設では、市中心部では体験できない犬島の自然、歴史・文化等を活かした活動を行うこ

とができ、市内外の家族連れや小学校の校外学習等で利用されています。また、平成２２年

の第１回瀬戸内国際芸術祭の開催を契機に、犬島を訪れる訪日外国人を含む観光客等の宿

泊施設としても利用されており、「岡山県離島振興計画 令和５年～令和 14年」の中では、

観光振興や交流人口の拡大のための施設として位置づけられ、情報発信等の取り組みが求

められています。この他、犬島公園（キャンプ場）の維持管理業務（平成 20 年度～）や指

定避難所としての役割を担うなど、島の人口が減少し高齢化が進む中で、島唯一の市職員が

勤務する施設として、その役割は高まっています。 
②環境学習センター「めだかの学校」は、民間会社が整備し昭和 63年６月に開設した自

然学習体験施設を、平成 11 年４月に旧建部町が建物を取得（土地は借地）し運営を引き継

ぎ、環境学習センター「めだかの学校」として再整備を行い開設した施設です。 

(表１) 
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施設では、犬島自然の家と同様に市中心部ではできない体験活動を行うことができ、市内

外の家族連れや小学校の校外学習等で利用されています。また、同時に地域との交流や地域

おこしに貢献するなどの側面もあります。 
③西川アイプラザは、市中心部に位置する立地を活かし、幸町図書館を中心にして、国際

交流活動などの多様な学習活動や文化活動等に応える機能（多目的ホール，会議室等）を備

えた拠点施設として整備を行い、平成４年に５月に開設した施設です。 
施設では、市民等の学習活動や文化活動等の発表の場や様々な行事や団体の交流の場と

して、多目的ホールや会議室等が利用されています。 
平成 17 年度からは、指定管理者制度の導入により、建物全体の管理運営（幸町図書館と

友好交流サロンの運営は除く）を指定管理者が行っています。また、平成 30 年度には、施

設内の旧展示コーナーの改修工事を行い公民館振興室が移転しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

● 

環境学習センター 

犬島自然の家 
環境学習センター「めだかの学校」 
西川アイプラザ 配置図 

(図１) 

「めだかの学校」 

● 

● 

 

犬島自然の家 

西川アイプラザ 
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各施設の概要については、以下のとおりです。 
 

①犬島自然の家 

 
 
②環境学習センター「めだかの学校」 

 
 
③西川アイプラザ 

 
 
 
 

設置目的
（条例規定）

　海に囲まれた豊かな自然環境の中で、利用者が協力しながら
　自然体験活動、文化体験活動等を行うことにより、市民の心
　身の健全な育成に寄与する。

施設内容 　交流･管理棟、宿泊棟(定員50人)、天体観測棟、学習棟

事業内容
　シーカヤック体験、天体観測、自然・芸術文化体験等の
　の主催事業

管理運営形態 　直営

設置目的
（条例規定）

　自然と共生できる環境の保全の重要性を学習するとともに、
　自然環境の中での文化を学習し、併せて地域の振興に寄与
　する。

施設内容
　管理棟、学習棟、旭川ミニ淡水魚水族館、おもちゃの宿
　　　　　　　　 （30種類 約250匹）  （郷土玩具約5000点）

事業内容
　水辺教室（水生生物観察会）、小学校への出前講座、自然
　体験等の主催事業

管理運営形態 　直営
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（２）施設整備の取り組み 

全ての施設が新耐震基準で建築されていることから、耐震改修工事の必要はありません。 
(※犬島自然の家の敷地内にある、耐震化も除却もされていない旧体育館・旧校舎は除く） 
また、現時点で更新時期を迎えている施設はありません。各施設の建物の現状については、

以下のとおりです。 
 
① 犬島自然の家 

離島という地理的特性もあり、海に近接しているため塩害による施設や設備の劣化が著

しく進み、施設運営に支障をきたすことから、適宜、改修等の対応を行います。 
また、施設内の一部エリアではフリーWi-Fi の整備を行いました。 
 
② 環境学習センター「めだかの学校」 

施設や設備の老朽化により、管理棟の大規模改修工事を行いました。利用者の安全確保の

ため、適宜、維持改修等の対応を行っています。 
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③ 西川アイプラザ 

建築されてから 30年以上が経過し、電気設備、機械設備などの一部については、耐用年

数を超えている状態であるため、順次、更新をしています。また、多目的ホールには、舞台

装置などの特殊な設備（照明・音響設備を含む）を有していますが、今後も計画的に改修等

を進めていきます。また、施設内の一部エリアではフリーWi-Fi の整備を行いました。 
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（３）施設の利用状況 
それぞれの施設ごとに、施設や地域の特色等を活かした様々な事業の実施や取組等を 
行っていますが、各施設の利用状況等については、以下のとおりです。 
 

① 犬島自然の家 

 

 利用者（宿泊者）が減少傾向にある現状を踏まえ、利用者（宿泊者）を増やすためにも、

既存事業の見直し等を行い、体験価値、滞在価値を高める新規事業の開発や内容の充実に努

めるとともに、福武財団の施設（犬島精錬所美術館等）や取組との連携について検討してい

きます。また SNS 等を活用した情報発信を行っていきます。 
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② 環境学習センター「めだかの学校」 

 
利用者が減少傾向にある現状を踏まえ、ニーズに合わせた魅力ある事業の開発や SNS 等

を活用した情報発信を行うことで、利用者の増加を図ります。 
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③ 西川アイプラザ 

会議室利用者の利便性を高め稼働率を上げるため、会議室の利用しやすい環境づくりに

ついて検討していきます。令和５年度には会議室の利便性の向上のため、空調設備を増設し

ました。 

【参考】 
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５ 施設整備の方針 

 その他社会教育関連施設（犬島自然の家、環境学習センター「めだかの学校」、西川アイ

プラザ）については、それぞれの施設の設置経緯（目的）や特徴、立地、事業内容等の形態

に合わせた将来展望が必要ですが、当面は現状の施設の長寿命化を図りながら維持管理等

を行うこととします。ただし、社会経済環境の変化や市民等のニーズの推移を踏まえながら、

長期的な視点に立ち、機を捉えて他の市有施設等との複合化や多機能化等の研究・検討にも

取り組むこととします。また、施設の設置目的と現状の課題を適切に見極めながら、民間活

力の活用等、持続可能な施設運営方法の研究を進めることとします。 
 
（１）耐用年数の考え方 
 施設の長寿命化に向けては、法定耐用年数を上回る年数（以下「目標耐用年数」という。）

を設定し、計画的な施設保全に取り組むなど、施設の長寿命化を図ることとしています。 

犬島自然の家は海に近接しており、塩害によって施設や設備の劣化が進みやすいこと、環

境学習センター「めだかの学校」は木造と鉄骨造であることを踏まえ、この２施設の目標耐

用年数を 60年に設定し、また、西川アイプラザは鉄骨鉄筋コンクリート造であることから、

目標耐用年数を 80年に設定し建物の長寿命化を図ります。 

 
 
（２）大・中規模改修・維持改修の考え方 
 建物の長寿命化を図るため、定期的な点検等で劣化等の確認を徹底して行い、結果を元に

改修時期、改修方法等を検討します。また、予防保全の考え方に基づき、改修については、

①大・中規模改修、②維持改修（修繕）に分類し、計画的に行います。 
 

※予防保全：構造物や建築物の損傷が顕在化する前に予防的に対策を行う管理手法 
※大規模改修：築 40 年を目途として、建物の主要構造部の過半(1/2 超)にわたり、かつ

更新費用の４～６割程度の費用を要する改修 

※中規模改修：築 20・60 年を目途として、更新費用の２割程度の費用を要する改修 
 
 
 
 
 
 

耐用年数

６０年

４８年～６０年

鉄骨造（肉厚４㎜～９㎜）

※参考：国土交通省損失補償取扱要領

建 物 の 構 造

　　　　　木  造（公庫建築～上等の一般建築）

８０年～９０年
　鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造

（ホテル、百貨店、劇場等～事務所、住宅、学校等）
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 ６ 施設整備の対応内容 

その他社会教育関連施設（犬島自然の家、環境学習センター「めだかの学校」、西川アイ

プラザ）については、建物の長寿命化を図るため、予防保全の考え方に基づき、計画的に外

壁や屋根・屋上等の改修工事や空調設備等の設備更新を行っているところです。また、ニー

ズや時代の変化に応じた施設機能等についての検討も行います。 
さらに、施設の維持管理を徹底し、不具合の生じた設備や老朽化した工作物については、

緊急性・危険性等を考慮し、優先的なものから対応するとともに、経費の平準化、ライフサ

イクルコストの縮減及び施設の長寿命化を図り、日常的な点検の強化や定期的な施設性能

の把握に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


